
地方税法の一部を改正する法律（平成２５年法律第３号）の一部が平成２５年４月１日

から施行されることに伴い、大阪市市税条例の一部を改正する必要が生じたが、急施

を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第１７９条第１項の規

定に基づき、同年３月３０日市長において次のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により議会の承認を求める。

平成２５年５月１５日

大阪市長 橋 下 徹

大阪市市税条例の一部を改正する条例

大阪市市税条例（昭和２９年大阪市条例第１６号）の一部を次のように改正する。

第５３条第１項、第５項、第８項及び第１１項中「第４２条の９第４項」を「第４２条の９

第４項、第４２条の１２の３第５項」に改める。

第５４条第６項中「（独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法

附則第９条第１項及び第１１条第１項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法第

１１条第１項第７号イの事業及び旧農用地整備公団法第１９条第１項第１号イの事業を含

む。）」を削る。

第６４条第３項中「附則第１５条第１０項」を「附則第１５条第９項」に改める。

第１１３条の３第４項中「（独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究

所法附則第９条第１項又は第１１条第１項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構

法第１１条第１項第７号イの事業又は旧農用地整備公団法第１９条第１項第１号イの事業
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を含む。）」を削る。

附則第２８項の２第１号イ中「又は法」を「又は地方税法の一部を改正する法律（平

成２５年法律第３号）第１条の規定による改正前の法（以下「平成２５年改正前の地方税

法」という。）」に改める。

附則第２８項の４第１号イ、第４６項の２第１号イ及び第４６項の４第１号イ中「又は

法」を「又は平成２５年改正前の地方税法」に改める。

附則第１１５項中「附則第１５条第５項」を「附則第１５条第２２項」に改める。

附則第１３２項及び第１３５項中「第３３項」を「第３０項」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。

（固定資産税に関する経過措置）

２ この条例による改正後の大阪市市税条例（以下「新条例」という。）の規定中固

定資産税に関する部分は、平成２５年度以後の年度分の固定資産税について適用し、

平成２４年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

（都市計画税に関する経過措置）

３ 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成２５年度以後の年度分の都市計画

税について適用し、平成２４年度分までの都市計画税については、なお従前の例によ

る。

（大阪市市税条例の一部を改正する条例の一部改正）

４ 大阪市市税条例の一部を改正する条例（平成２４年大阪市条例第６９号）の一部を次

のように改正する。

附則第７項中「新条例」を「大阪市市税条例」に改める。
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（法人税の繰越控除に係る法人税割の減額）

第５３条 法人税法第７１条第１項（同法第７２条第１項の規定が適用される場合に限る。）若しくは

第７４条第１項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第８１条の

２２第１項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との

間に連結完全支配関係がある連結子法人（連結申告法人に限る。）について、当該事業年度又

は連結事業年度開始の日前９年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額

（同法第５７条第１項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度（同法第１５条の２第１

項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項、第３項及び第４項において同じ。）の開

始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第８１条の９第２項

の規定により連結欠損金額（同法第２条第１９号の２に規定する連結欠損金額をいう。以下この

項、第１２項及び第１３項において同じ。）とみなされたもの及び同法第８１条の９第４項の規定に

より損金の額に算入されたもの以外のものをいう。第３項及び第４項において同じ。）又は連

結適用前災害損失欠損金額（同法第５８条第１項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初

連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法

第８１条の９第２項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第４項の規定により損

金の額に算入されたもの以外のものをいう。第３項及び第４項において同じ。）がある場合の

これらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法

人税額又は個別帰属法人税額の算定については、前条第１項、第４項、第７項又は第８項の規

定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又

は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別

帰属法人税額から、当該法人税額（当該法人税額について租税特別措置法第４２条の５第５項、

第４２条の６第５項、第４２条の９第４項、第４２条の１２の３第５項、第６２条第１項、第６２条の３第

１項若しくは第８項又は第６３条第１項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定

める額を控除した額）又は当該個別帰属法人税額（当該個別帰属法人税額について個別帰属特

別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額）を限度として、控除対象個

別帰属調整額を控除する。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前

連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除

されなかつた額に限る。

（参 照） 傍線は削除�
�
�太字は改正

大阪市市税条例（抄）
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２－４ 省 略

５ 法人税法第７１条第１項（同法第７２条第１項の規定が適用される場合に限る。）若しくは第７４

条第１項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第８１条の２２第

１項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に

連結完全支配関係がある連結子法人（連結申告法人に限る。）について、当該事業年度又は連

結事業年度開始の日前９年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額（０

（個別帰属特別控除取戻税額等がある場合にあつては、当該個別帰属特別控除取戻税額等）か

ら調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、０を超えるものをいう。以下この項から

第７項までにおいて同じ。）が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分

又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定につい

ては、前条第１項、第４項、第７項又は第８項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申

告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間

に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額（当該法

人税額について租税特別措置法第４２条の５第５項、第４２条の６第５項、第４２条の９第４項、第

４２条の１２の３第５項、第６２条第１項、第６２条の３第１項若しくは第８項又は第６３条第１項の規

定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額）又は当該個別帰属法

人税額（当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で

定める額を控除した額）を限度として、控除対象個別帰属税額を控除する。この場合において、

控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき

法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。

６－７ 省 略

８ 法人税法第７１条第１項（同法第７２条第１項の規定が適用される場合に限る。）若しくは第７４

条第１項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第８１条の２２第

１項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に

連結完全支配関係がある連結子法人（連結申告法人に限る。）で、当該事業年度開始の日前９

年以内に開始した事業年度又は当該連結事業年度開始の日前９年以内に開始した事業年度にお

いて損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第８０条（同法第１４５条において準用

する場合を含む。）の規定によつて法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分

又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定に

ついては、前条第１項、第４項、第７項又は第８項の規定にかかわらず、これらの規定によつ
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て申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定

期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額（当

該法人税額について租税特別措置法第４２条の５第５項、第４２条の６第５項、第４２条の９第４項、

第４２条の１２の３第５項、第６２条第１項、第６２条の３第１項若しくは第８項又は第６３条第１項の

規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額）又は当該個別帰属

法人税額（当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令

で定める額を控除した額）を限度として、還付を受けた法人税額（以下この項から第１０項まで

において「控除対象還付法人税額」という。）を控除する。この場合において、控除対象還付

法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は

個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。

９－１０ 省 略

１１ 法人税法第７１条第１項（同法第７２条第１項の規定が適用される場合に限る。）若しくは第７４

条第１項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第８１条の２２第

１項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に

連結完全支配関係がある連結子法人（連結申告法人に限る。）について、当該事業年度又は連

結事業年度開始の日前９年以内に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える

こととなつたため、これらの法人に同法第８１条の１８第１項第４号に掲げる金額（以下この項か

ら第１３項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。）がある場合のこれらの法人が

納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別

帰属法人税額の算定については、前条第１項、第４項、第７項又は第８項の規定にかかわらず、

これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税

額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、

当該法人税額（当該法人税額について租税特別措置法第４２条の５第５項、第４２条の６第５項、

第４２条の９第４項、第４２条の１２の３第５項、第６２条第１項、第６２条の３第１項若しくは第８項

又は第６３条第１項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した

額）又は当該個別帰属法人税額（当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等

がある場合には、政令で定める額を控除した額）を限度として、控除対象個別帰属還付税額を

控除する。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度

以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた

額に限る。
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１２－１４ 省 略

（固定資産税の納税義務者等）

第５４条 省 略

２－５ 省 略

６ 土地区画整理法による土地区画整理事業（農住組合法第８条第１項の規定により土地区画整

理法の規定が適用される農住組合法第７条第１項第１号の事業及び密集市街地における防災街

区の整備の促進に関する法律第４６条第１項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密

集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第４５条第１項第１号の事業並びに大都市

地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。

以下この項において同じ。）又は土地改良法による土地改良事業（独立行政法人森林総合研究

所が独立行政法人森林総合研究所法附則第９条第１項及び第１１条第１項の規定により行う旧独

立行政法人緑資源機構法第１１条第１項第７号イの事業及び旧農用地整備公団法第１９条第１項第

１号イの事業を含む。）の施行に係る土地については、法令若しくは規約等に定めるところに

よつて仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地（以下こ

の項及び第５５条の３第４項において「仮換地等」と総称する。）の指定があつた場合又は土地

区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第１００条の２（農住組合法第８条第１項及

び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第４６条第１項において適用する場合

並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第８３条において準

用する場合を含む。）の規定によつて管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの

（以下この項において「仮使用地」という。）がある場合においては、当該仮換地等又は仮使

用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日

又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する

従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者を

もつて、仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地

の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第１項の所有者とみなし、換地

処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者

が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保

留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことがある。

７－９ 省 略

（変電又は送電施設等に対する固定資産税の課税標準の特例）

第６４条 省 略
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２ 省 略

３ 法附則第１５条第１０項
第９項

の条例で定める割合は、３分の２とする。

（特別土地保有税の納税義務者等）

第１１３条の３ 省 略

２－３ 省 略

４ 土地区画整理法による土地区画整理事業（農住組合法第８条第１項の規定により土地区画整

理法の規定が適用される農住組合法第７条第１項第１号の事業及び密集市街地における防災街

区の整備の促進に関する法律第４６条第１項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密

集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第４５条第１項第１号の事業並びに大都市

地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。

次項において同じ。）又は土地改良法による土地改良事業（独立行政法人森林総合研究所が独

立行政法人森林総合研究所法附則第９条第１項又は第１１条第１項の規定により行う旧独立行政

法人緑資源機構法第１１条第１項第７号イの事業又は旧農用地整備公団法第１９条第１項第１号イ

の事業を含む。）の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地又は一時利用

地（以下この項において「仮換地等」という。）の指定があつた場合において、当該仮換地等

である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後においては、当該

仮換地等である土地に対応する従前の土地（以下この項において「従前の土地」という。）の

取得又は所有をもつて当該仮換地等である土地の取得又は所有とみなし、当該従前の土地の取

得者又は所有者を当該仮換地等である土地に係る第１項の土地の所有者等とみなして、特別土

地保有税を課する。

５－６ 省 略

附 則

１－２８ 省 略

２８の２ 前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該

各号に定める額をいう。

� 平成２５年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額

ア 省 略

イ 平成２４年度分の固定資産税について附則第２３項から第２７項までの規定の適用を受ける特

定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係るこれらの規定に規定する同年度分の固定資産税

の課税標準となるべき額（当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について法第３４９

７



条の３又は法
地方税法の一部を改正する法律（平成２５年法律第３号）第１条の規定による改

正前の法（以下「平成２５年改正前の地方税法」という。）
附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た

額）

� 省 略

２８の３ 省 略

２８の４ 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

� 平成２４年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額

ア 省 略

イ 平成２４年度分の固定資産税について附則第２３項から第２７項までの規定の適用を受ける平

成２４年度類似特定用途宅地等 当該平成２４年度類似特定用途宅地等に係るこれらの規定に

規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額（当該平成２４年度類似特定用途宅

地等が同年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は法
平成２５年改正前の地方税法

附則

第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規

定に定める率で除して得た額）

� 省 略

２８の５－４６ 省 略

４６の２ 前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該

各号に定める額をいう。

� 平成２５年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額

ア 省 略

イ 平成２４年度分の都市計画税について附則第４３項から第４５項までの規定の適用を受ける特

定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係るこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税

の課税標準となるべき額（当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について法第３４９

条の３（第２０項を除く。）又は法
平成２５年改正前の地方税法

附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た

額）

８



� 省 略

４６の３ 省 略

４６の４ 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

� 平成２４年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれに定める額

ア 省 略

イ 平成２４年度分の都市計画税について附則第４３項から第４５項までの規定の適用を受ける平

成２４年度類似特定用途宅地等 当該平成２４年度類似特定用途宅地等に係るこれらの規定に

規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額（当該平成２４年度類似特定用途宅

地等が同年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第２０項を除く。）又は法
平成２５年改正

前の地方税法
附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける土地であるときは、当

該額をこれらの規定に定める率で除して得た額）

� 省 略

４６の５－１１４ 省 略

１１５ 整備法第４０条第１項の規定により存続する一般社団法人であつて整備法第１０６条第１項の登

記をしていないもの（附則第１２１項において「特定一般社団法人」という。）については公益社

団法人とみなし、整備法第４０条第１項の規定により存続する一般財団法人であつて整備法第

１０６条第１項の登記をしていないもの（附則第１２１項において「特定一般財団法人」という。）

については公益財団法人とみなして、法第３４８条第２項第９号、第９号の２、第１２号及び第２６

号並びに第７項並びに法附則第１５条第５項
第２２項

の規定を適用する。

１１６－１３１ 省 略

１３２ 東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者（当該償却資産が共有物であ

る場合には、その持分を有する者を含む。）その他の政令で定める者が、政令で定める区域内

に平成２３年３月１１日から平成２８年３月３１日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資

産に代わるものと市長（法第３８９条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産

の価格等を決定する総務大臣又は大阪府知事）が認める償却資産を取得（共有持分の取得を含

む。以下この項において同じ。）し、又は当該損壊した償却資産を改良した場合における当該

取得され、又は改良された償却資産（改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改

良された部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得され、若しくは改良

９



された償却資産が共有物である場合にあつては、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償

却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。）に対して課する固定資産税の課税標準

は、第６３条の２の規定にかかわらず、当該償却資産が取得され、又は改良された日後最初に固

定資産税を課することとなつた年度から４年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固

定資産税の課税標準となるべき価格の２分の１の額（法第３４９条の３又は法附則第１５条（第３３項
第３０項

を除く。）から第１５条の３までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定によ

り課税標準とされる額の２分の１の額）とする。

１３３－１３４ 省 略

１３５ 居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた

償却資産（以下この項において「対象区域内償却資産」という。）の同日における所有者（当

該対象区域内償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。）その他の政令

で定める者が、政令で定める区域内に同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示が

あつた日から起算して３月を経過する日までの間に、当該対象区域内償却資産に代わるものと

市長（法第３８９条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定す

る総務大臣又は大阪府知事）が認める償却資産を取得（共有持分の取得を含む。以下この項に

おいて同じ。）した場合における当該取得された償却資産（当該対象区域内償却資産又は当該

取得された償却資産が共有物である場合にあつては、当該償却資産のうち対象区域内償却資産

に代わるものとして政令で定める部分とする。）に対して課する固定資産税の課税標準は、第

６３条の２の規定にかかわらず、当該償却資産が取得された日後最初に固定資産税を課すること

となつた年度から４年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準と

なるべき価格の２分の１の額（法第３４９条の３又は法附則第１５条（第３３項
第３０項

を除く。）から第１５条

の３までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額

の２分の１の額）とする。

１３６－１４８ 省 略

１０



大阪市市税条例の一部を改正する条例（平成２４年大阪市条例第６９号）（抄）

附 則

１－６ 省 略

７ 前項の場合における新条例
大阪市市税条例

の規定（固定資産税又は都市計画税に関する部分に限

る。）の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。

８－１９ 省 略

省 略

１１



第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条ただし書の場合においてなお会議

を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特

に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は

議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決す

べき事件を処分することができる。ただし、第１６２条の規定による副知事又は副市町村長の選

任の同意については、この限りでない。

省 略

前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議

会に報告し、その承認を求めなければならない。

省 略

（参 考）

地方自治法（抄）

１２
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